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農業者年金のよくある質問

脱退は自由にできるとのことですが、
脱退した場合は保険料はどうなるの
ですか？
　脱退した場合、脱退一時金は支払われません。
それまでに積み立てた保険料は、将来、年金とし
てお支払いします。
　脱退後も積み立てた保険料の運用状況を毎年
6月に基金からお知らせします。

保険料の支払い方法は？

　加入の申込み手続きが完了しますと、被保険者証
がご自宅に届きます。届いた月以降、申込みの際に指
定されたJA貯金口座から毎月23日（JAの休日に当た
る場合は翌営業日）に自動振替となります。保険料の
お支払いは、毎月納付する方法と、翌年1年分の保険
料を前納する方法があります。前納する場合の申込
みは11月15日（JAの休日に当たる場合は前営業日）
までで、12月23日に口座振替されます。

保険料の額を変更するには？

　保険料の額を変更したい際には、JAの窓口で
変更手続きをすれば、2万円（35歳未満で政策支
援加入の対象とならない方は1万円）から6万7千
円の範囲で千円単位で希望する額に自由に変更
できます。（ただし、保険料の国庫補助を受けてい
るときは自由に変更できません。）
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死亡一時金はありますか？

　80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け取
れるはずだった農業者老齢年金額の死亡時の現在
価値相当額をご遺族（死亡当時に同一生計であっ
た、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の
順位）に死亡一時金としてお支払いします。
※死亡一時金は、加入期間等により保険料払込額を下回る
　ことがあります。

年金資産はどのように運用している
のですか？

加入後に会社勤めとなり、厚生年金に
加入した場合はどうなりますか？

　農業者年金基金が、法令等の規定に基づい
て、一括して運用する仕組みとなっています。
　国内債券を中心に安全性を重視した資産構
成により運用し、定期的に運用の専門家によるチ
ェックも受けています。
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年金原資が納付した保険料の合計額を
下回ること（元本割れ）もありますか？

　65歳以降の年金裁定時に、自分の年金原資が
支払った保険料の合計額を下回ることになった場
合には、付利準備金からマイナス分が補填される
仕組みがあります。

　農業者年金に加入後、厚生年金に加入するこ
ととなった場合には、農業者年金の被保険者資
格を喪失することになります。届出が必要となりま
すので、最寄りのJAでお手続きをお願いします。
　なお、加入中に積み立てた保険料は、将来、年
金としてお支払いします。
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加入する場合、
どこに申し込めばいいですか？
　加入の申込みは、最寄りの農業委員会かJAの農
業者年金の担当窓口で受け付けています。申込み
の際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基
礎年金番号が必要となります。

●専門相談員
TEL:03-5919-0371

●企画調整室
TEL:03-5919-0332

2026.5農業者年金と国民年金基金（旧みどり年金を含む）又は個人型確定拠出年金（iDeCo）とは重複加入できませんのでご注意ください。

自分でできる
年金額シミュレーションは
こちらから

未来の安心を、いまから積み立てる



あなたの老後生活への備えは十分ですか？

●農業者の老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。
●途中脱退、再加入も可能です。
※1 農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金（付加年金保険料月額400円）への加入が必要です。
※2 農業者年金と国民年金基金（旧みどり年金を含む）又は個人型確定拠出年金（iDeCo）は重複加入できませんのでご注意ください。
※3 脱退した場合、納めた保険料は、その後も農業者年金基金が運用を続け、将来、年金として支給します。そのため、脱退一時金はありません。

年間60日以上
農業に従事

原則60歳未満国民年金第1号
被保険者

国民年金保険料納付免除者を除く。

国民年金の任意加入被保険者で
あれば、６０歳以上６５歳未満で

加入が可能です。

、千円単位で
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こんなにかかる老後生活（現金支出で年額約317万円）

国民年金の支給額は？サラリーマンの年金は？

農家の方は長寿ですが…

　高齢農家世帯（世帯主が65歳以上の夫婦2人）の家計費は、現金支出で月額約26.4
万円が必要です。（令和7年総務省家計調査　夫婦高齢者無職世帯より）

　国民年金は、月々約7万1千円（40年加入の場合）夫婦あわせて月額約14.2万円です。
厚生年金のモデルケースでは、夫婦あわせて月額約23.7万円です。

　老後はお金の心配をせずに暮らしたい。しかし、予測不可能な経済変動や思わぬケガ・
病気もあります。
●65歳の日本人の平均余命は男性20年（85歳）、女性24年（89歳）
●農業者年金受給者はさらに長生きされるデータがあります。

農家のことを知りつくした
農家のための年金です

　サラリーマンは、厚生年金による国民年金（基礎年金）への上乗せがあります。
　一方、農業者は、豊かな老後の生活のためには、国民年金だけでは十分と言えず、老後
の生活費は自分で準備する必要があります。農業者の皆様も、メリットがたくさんある農業
者年金に加入して安心で豊かな老後を迎えましょう。
　農業者年金の保険料は、月額２万円から６万７千円の間で、千円単位で自由に決めら
れますが、３５歳未満で政策支援加入の対象とならない方は、１万円から加入することがで
きます。また保険料額はいつでも見直しすることができます。

【上記試算の条件及び留意事項】
・上のケースは、通常加入で保険料月額2万円で加入し、65歳までの運用利回りが2.5％、65歳以降の予定利率が2.30％となった場合の試算です。
　受給総額は65歳での農業者年金加入者について想定している平均余命を考慮し、男性86.5歳、女性92.0歳まで生存した場合の金額です。
・運用利回りは、加入後の経済変動により上下します。制度発足以降の23年間（令和6年度まで）の運用利回りの平均は、年率2.89％です。
・予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、令和8年度は2.30%となっています。
・各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。
・保険料額1万円のケースについては、35歳未満は保険料月額1万円で加入し、35歳以降は月額2万円で加入した場合です。

　国民年金の支給額は月額最高約7万1千円、夫婦お二人で約14.2万円です。一方、高齢農家の家計
費は夫婦お二人で約26.4万円が必要です。　月額約12万円不足！
　農業者年金が国民年金の不足分をしっかりカバーします！
　ご主人だけの農業者年金加入では、ご主人の死去後は奥様の収入は国民年金だけになってしまいま
す。奥様も加入されることで老後が安心なものになります。

夫が87歳で亡くなったと仮定。夫と妻は同年齢で、農業者年金へは30歳で保険料月額2万円で通常加入したとしての比較。

・農業者年金の試算額については、65歳までの2.5％、65歳以降の予定利率は2.30％として行っています。
・予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、令和８年度は2.30％となっています。
・各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。
・国民年金の年金額は、令和８年度の年金額の満額を基にしています。 
・国民年金付加年金は、農業者年金と同時に加入したものとして算定しています。

【上記試算の条件及び留意事項】

73万円
96万円
56万円
63万円
37万円
16万円

64万円
85万円
50万円
56万円
33万円
15万円

1,561万円
2,059万円
1,210万円
1,358万円
799万円
354万円

1,736万円
2,291万円
1,346万円
1,511万円
889万円
394万円

65歳～87歳の年金額（夫婦） 88歳以降の年金額（妻のみ）

国民年金

国民年金付加年金
農業者年金

夫 月額 約7万1千円

夫 月額 6千円
夫 月額 約5万3千円

合計： 月額 約20万1千円

計 月額 約14万2千円
妻 月額 約7万1千円 国民年金

国民年金付加年金
農業者年金

妻 月額 約7万1千円

なし
なし

国民年金

国民年金付加年金

夫 月額 約7万1千円

夫 月額 6千円
計 月額 1万2千円

農業者年金 農業者年金夫 月額 約5万3千円
計 月額 約10万円

合計： 月額 約25万4千円

計 月額 約14万2千円
妻 月額 約7万1千円

妻 月額 6千円

国民年金

国民年金付加年金

妻 月額 約7万1千円

妻 月額 6千円

妻 月額 約4万7千円妻 月額 約4万7千円

合計： 月額 約7万1千円

合計： 月額 約12万4千円
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【留意事項】
･35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
･区分1～5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分（国庫補助額が減額になることがあります）又は通常の保険料への変更が必要です。
･国庫補助を受けている間の保険料は月額2万円（国庫補助額を含む）になります。
･保険料の国庫補助を受けられる期間は最長20年間です。（35歳以上の補助は最長で10年間です）
･区分３及び区分５の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

【上記試算の条件及び留意事項】        
・上のケースは、保険料月額２万円で加入し、65歳までの運用利回りが２．５％、65歳以降の予定利率が２．３０％となった場合の試算です。    
・予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、令和８年度は２．３０％です。        
・各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。        
・政策支援加入の保険料本人負担分総額については、35歳未満の期間は保険料月額１万円、35歳以上の期間は１万４千円で計算しており、政策支援加入の期
間は20歳のケースにおいては20年間、30歳のケースにおいては15年間、35歳のケースにおいては10年間としています。なお、いずれのケースにおいても政策支援
加入の期間の後は、通常加入（保険料月額２万円）として計算しています。        

制度発足以降２3年間の運用利回りは、年率で+2.89％！

年 度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H24H23

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

修正総合
利回り（%） －4.65 5.99 3.4 9.8 3.27 －4.73 －9.25 9.14 －0.06 9.622.36

7.75 8.78 －0.69 3.26 4.75 1.71 －2.08

R4

－1.08

R5

9.85

R6

－0.5910.82 2.39

平均運用利回り  年率で+2.89%

額

公的年金等控除の対象

96万円
85万円
63万円
60万円
49万円
44万円

97万円
85万円
63万円
56万円
49万円
44万円

69万円
61万円
49万円
44万円
42万円
38万円

28万円
24万円
14万円
12万円
7万円
6万円

全額
が



【留意事項】
･35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
･区分1～5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分（国庫補助額が減額になることがあります）又は通常の保険料への変更が必要です。
･国庫補助を受けている間の保険料は月額2万円（国庫補助額を含む）になります。
･保険料の国庫補助を受けられる期間は最長20年間です。（35歳以上の補助は最長で10年間です）
･区分３及び区分５の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

【上記試算の条件及び留意事項】        
・上のケースは、保険料月額２万円で加入し、65歳までの運用利回りが２．５％、65歳以降の予定利率が２．３０％となった場合の試算です。    
・予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、令和８年度は２．３０％です。        
・各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。        
・政策支援加入の保険料本人負担分総額については、35歳未満の期間は保険料月額１万円、35歳以上の期間は１万４千円で計算しており、政策支援加入の期
間は20歳のケースにおいては20年間、30歳のケースにおいては15年間、35歳のケースにおいては10年間としています。なお、いずれのケースにおいても政策支援
加入の期間の後は、通常加入（保険料月額２万円）として計算しています。        

制度発足以降２3年間の運用利回りは、年率で+2.89％！

年 度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H24H23

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

修正総合
利回り（%） －4.65 5.99 3.4 9.8 3.27 －4.73 －9.25 9.14 －0.06 9.622.36

7.75 8.78 －0.69 3.26 4.75 1.71 －2.08

R4

－1.08

R5

9.85

R6

－0.5910.82 2.39

平均運用利回り  年率で+2.89%

額

公的年金等控除の対象

96万円
85万円
63万円
60万円
49万円
44万円

97万円
85万円
63万円
56万円
49万円
44万円

69万円
61万円
49万円
44万円
42万円
38万円

28万円
24万円
14万円
12万円
7万円
6万円

全額
が
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農業者年金のよくある質問

脱退は自由にできるとのことですが、
脱退した場合は保険料はどうなるの
ですか？
　脱退した場合、脱退一時金は支払われません。
それまでに積み立てた保険料は、将来、年金とし
てお支払いします。
　脱退後も積み立てた保険料の運用状況を毎年
6月に基金からお知らせします。

保険料の支払い方法は？

　加入の申込み手続きが完了しますと、被保険者証
がご自宅に届きます。届いた月以降、申込みの際に指
定されたJA貯金口座から毎月23日（JAの休日に当た
る場合は翌営業日）に自動振替となります。保険料の
お支払いは、毎月納付する方法と、翌年1年分の保険
料を前納する方法があります。前納する場合の申込
みは11月15日（JAの休日に当たる場合は前営業日）
までで、12月23日に口座振替されます。

保険料の額を変更するには？

　保険料の額を変更したい際には、JAの窓口で
変更手続きをすれば、2万円（35歳未満で政策支
援加入の対象とならない方は1万円）から6万7千
円の範囲で千円単位で希望する額に自由に変更
できます。（ただし、保険料の国庫補助を受けてい
るときは自由に変更できません。）

Q

A

Q

A

Q

A

死亡一時金はありますか？

　80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け取
れるはずだった農業者老齢年金額の死亡時の現在
価値相当額をご遺族（死亡当時に同一生計であっ
た、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の
順位）に死亡一時金としてお支払いします。
※死亡一時金は、加入期間等により保険料払込額を下回る
　ことがあります。

年金資産はどのように運用している
のですか？

加入後に会社勤めとなり、厚生年金に
加入した場合はどうなりますか？

　農業者年金基金が、法令等の規定に基づい
て、一括して運用する仕組みとなっています。
　国内債券を中心に安全性を重視した資産構
成により運用し、定期的に運用の専門家によるチ
ェックも受けています。

Q

A

年金原資が納付した保険料の合計額を
下回ること（元本割れ）もありますか？

　65歳以降の年金裁定時に、自分の年金原資が
支払った保険料の合計額を下回ることになった場
合には、付利準備金からマイナス分が補填される
仕組みがあります。

　農業者年金に加入後、厚生年金に加入するこ
ととなった場合には、農業者年金の被保険者資
格を喪失することになります。届出が必要となりま
すので、最寄りのJAでお手続きをお願いします。
　なお、加入中に積み立てた保険料は、将来、年
金としてお支払いします。

Q

A

加入する場合、
どこに申し込めばいいですか？
　加入の申込みは、最寄りの農業委員会かJAの農
業者年金の担当窓口で受け付けています。申込み
の際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基
礎年金番号が必要となります。

●専門相談員
TEL:03-5919-0371

●企画調整室
TEL:03-5919-0332

2026.5農業者年金と国民年金基金（旧みどり年金を含む）又は個人型確定拠出年金（iDeCo）とは重複加入できませんのでご注意ください。

自分でできる
年金額シミュレーションは
こちらから

未来の安心を、いまから積み立てる




